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　１０

　１１

　
計
量
法
の
規
定
に
基
づ

き
、
国
家
計
量
標
準
、
国
家

標
準
物
質
（
以
下
、
国
家
計

量
標
準
、
国
家
標
準
物
質
を

「
国
家
計
量
標
準
等
」
と
称

す
る
）
と
い
う
も
の
を
、　（独）

産
業
技
術
総
合
研
究
所
計
量

標
準
総
合
セ
ン
タ
ー
（

：
以

下
、「
N
M
I
J
」と
略
す
る
）

が
開
発
・
供
給
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
こ
こ
が
供
給

し
た
も
の
は
、
国
際
的
な
協

定
に
よ
っ
て
、
他
の
主
要
国

で
も
適
切
な
「
も
の
さ
し
」

と
し
て
受
け
入
れ
る
た
め
の

ル
ー
ル
が
整
備
さ
れ
て
い

る
。Ⅱ

 計
量
法
の
歴
史

　
1
．
我
が
国
の
計
量
制
度

は
、
歴
史
的
に
は
、
公
正
な

取
引（
実
際
は
徴
税
が
中
心
）

を
主
要
目
的
と
し
て
き
て
お

り
、
か
つ
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア

（
升
、
分
銅
な
ど
）
の
規
制

が
主
体
で
あ
っ
た
。
昭
和
　26

（
1
9
5
1
）
年
に
制
定
さ

れ
た
計
量
法
は
、
日
本
の
技

術
水
準
が
不
十
分
で
あ
る
こ

と
を
踏
ま
え
、
当
初
は
約
　50

機
種
に
上
る
計
量
器
を
規

制
。

　
2
．
昭
和
　（
1
9
7
3
）

48

年
に
は
、
規
制
対
象
の
計
量

器
に
公
害
対
策
の
た
め
環
境

計
量
器
を
追
加
。昭
和
　（
1
50

9
7
5
）
年
に
は
環
境
計
量

を
行
う
事
業
（
環
境
計
量
証

明
事
業
）
を
位
置
付
け
、
計

り
方
の
規
制
の
運
用
を
開

始
。
社
会
問
題
と
な
っ
た
ダ

イ
オ
キ
シ
ン
な
ど
計
量
が
困

難
な
極
微
量
物
質
に
対
応
す

る
た
め
、
平
成
　
（
2
0
0

14

2
）
年
に
は
よ
り
厳
し
い
特

定
計
量
証
明
事
業
制
度（

：
以
下
、「
M
L
A
P
」

と
略
す
る
）
を
開
始
。

　
3
．
平
成
5（
1
9
9
3
）

年
に
計
量
標
準
・
標
準
物
質

（
国
家
計
量
標
準
等
）
の
供

給
を
開
始
（「
も
の
さ
し
」
に

つ
い
て
、
計
量
法
に
位
置
付

け
）。
具
体
的
に
は
、N
M
I

J
が
開
発
供
給
し
、
経
済
産

業
大
臣
が
国
家
計
量
標
準
と

し
て
指
定
（
現
在
ま
で
に
、

計
量
標
準
1
9
6
種
類
、
標

準
物
質
1
9
6
種
類
）。認
定

さ
れ
た
校
正
事
業
者
が
国
家

計
量
標
準
等
に
よ
り
各
計
量

器
の
校
正
（
目
盛
り
の
中
心

点
を
調
査
す
る
と
と
も
に
、

「
不
確
か
さ
」
を
示
す
）
を

行
う
サ
ー
ビ
ス
（

：
以
下
、「
J
C
S

S
」
と
略
す
る
）
を
開
始
。

　
4
．
そ
の
他
、
国
の
行
政

の
基
本
方
針
の
変
遷
に
適
切

に
対
応
し
、
次
の
よ
う
な
制

度
の
改
正
を
実
施
。

茨
戦
後
の
国
際
化
（
特
に
輸

出
振
興
）等
の
必
要
性
か
ら
、

メ
ー
ト
ル
条
約
の
徹
底
・
遵

守
を
図
る
た
め
、
昭
和
　
年
26

に
度
量
衡
法
に
代
わ
り
計
量

法
を
制
定
し
、
尺
貫
法
か
ら

メ
ー
ト
ル
法
へ
の
移
行
を
推

進
。

芋
「
官
か
ら
民
へ
」（
民
間
活

力
の
活
用
に
よ
る
行
政
改

革
）
の
流
れ
に
対
応
し
、
平

成
5
年
に
、
一
定
の
品
質
管

理
能
力
を
保
有
す
る
事
業
所

に
自
主
検
定
を
認
め
る
指
定

製
造
事
業
者
制
度
の
運
用
を

開
始
。
規
制
対
象
機
器
を
削

減
。

鰯
「
国
か
ら
地
方
へ
」（
地
方

分
権
化
）
の
観
点
か
ら
、
平

成
　
（
2
0
0
0
）
年
に
は
、

12
国
の
機
関
委
任
事
務
で
あ
っ

た
検
査
、
検
定
、
立
入
調
査

等
の
事
務
の
一
定
部
分
を
地

方
公
共
団
体
の
権
限
に
移
行

（
自
治
事
務
化
）。

Ⅰ
 は
じ
め
に

　
1
．
計
量
、
す
な
わ
ち

「
計
る
」
こ
と
は
、
ほ
と
ん

ど
の
生
活
、
産
業
活
動
、
技

術
的
規
制
行
政
等
の
な
か

で
、
日
常
的
に
行
わ
れ
て
お

り
、
そ
の
品
質
、
信
用
、
信

頼
を
支
え
る
も
の
で
す
。
こ

れ
ら
を
大
胆
に
整
理
す
れ

ば
、
以
下
の
と
お
り
。

敢
公
正
な
取
引
の
確
保

　
商
店
で
の
買
い
物
、電
気
・

ガ
ス
・
水
道
な
ど
の
代
金
支

払
い
な
ど
が
、
公
正
に
行
わ

れ
る
た
め
に
は
、適
切
な「
計

量
器
」
や
適
切
な
「
計
り
方
」

の
確
保
が
重
要
。

柑
安
全
・
安
心
の
確
保

　
血
液
検
査
、
水
質
検
査
、

大
気
検
査
、
土
壌
検
査
な
ど

全
て
に
お
い
て
、
正
確
な
計

測
は
、
市
民
の
安
全
・
安
心

の
大
前
提
。

桓
産
業
競
争
力
強
化
の
促
進

　
正
確
な
計
測
・
計
量
は
、

品
質
確
保
に
よ
る
取
引
先
の

信
用
確
保
、
技
術
力
の
改
善

の
大
前
提
。
計
れ
な
い
も
の

は
、
造
れ
な
い
し
、
売
れ
な

い
。
技
術
の
高
度
化
が
加
速

化
し
、
ミ
ク
ロ
や
ナ
ノ
の
精

度
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
つ
つ
あ
る
今
日
、
正
確
に

計
る
能
力
は
地
域
経
済
、
特

に
製
造
業
に
と
っ
て
重
要
な

要
素
。

　
2
．
適
切
に
計
量
す
る
た

め
に
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ

う
に
、適
切
な「
計
量
器
」、適

切
な
「
計
り
方
」、
適
切
な

「
も
の
さ
し
（
計
量
標
準
、

標
準
物
質
）」が
必
要
。な
お
、

こ
れ
ら
が
揃
っ
て
も
、
計
る

人
（
通
常
事
業
者
）
が
、
私

利
か
ら
、
意
図
的
に
悪
事
を

働
け
ば
、
適
正
な
計
量
と
公

正
な
取
引
・
証
明
の
確
保
は

不
可
能
。

敢
機
器
（
計
量
・
計
測
器
）

　
計
量
法
で
は
、
特
定
の
計

量
器
（
　
種
類
）
の
型
式
承

18

認
、
検
定
等
を
実
施
。
そ
の

他
、
J
I
S
（
日
本
工
業
規

格
）、J
I
S
マ
ー
ク
制
度
を

活
用
す
る
計
量
器
も
多
数

（
長
さ
計
等
）。

柑
計
り
方

　「
計
り
方
」
は
、
法
律
（
及

び
関
係
法
令
）
に
お
い
て
、

決
め
ら
れ
て
い
る
場
合
が
存

在
。
J
I
S
に
規
定
さ
れ
た

方
法
を
法
令
に
引
用
し
て
い

る
例
も
多
く
存
在
。

　
I
S
O
（
国
際
標
準
化
機

構
）
に
、
計
り
方
の
世
界
標

準
が
多
数
存
在
。
特
に
I
S

O
／
I
E
C
1
7
0
2
5

（
試
験
所
及
び
校
正
機
関
の

能
力
に
関
す
る
規
格
）
は
有

名
な
標
準
の
一
つ
。こ
れ
は
、

試
験
機
関
等
が
満
た
す
べ
き

要
件
を
規
定
し
た
規
格
。
こ

れ
を
満
た
す
機
関
の
計
測
結

果
は
信
頼
で
き
る
と
認
識
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
血
液
検

査
（
臨
床
検
査
）
の
規
格
な

ど
分
野
ご
と
の
国
際
規
格
も

次
々
と
開
発
さ
れ
て
い
る
。

計
り
方
が
「
正
し
い
」
こ
と

を
ど
の
よ
う
に
確
認
す
る
の

か
も
重
要
。
計
測
主
体
の
自

己
適
合
宣
言
に
任
さ
れ
る

ケ
ー
ス
も
あ
れ
ば
、
監
督
官

庁
が
審
査
す
る
ケ
ー
ス
あ
る

い
は
民
間
等
の
第
三
者
認
証

に
任
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

　
計
る
人
の
育
成
も
重
要
。

認
証
す
る
審
査
官
の
能
力
確

保
も
同
様
に
重
要
。

桓
正
し
い
「
も
の
さ
し
（
計

量
標
準
、
標
準
物
質
）」

　
長
さ
や
重
さ
の
よ
う
な
物

理
的
な
計
測
を
行
う
と
き

に
、
計
量
計
測
器
の
目
盛
り

調
整
を
行
う
と
き
に
基
準
と

な
る
も
の
が
計
量
標
準
。

　
一
方
、
濃
度
の
よ
う
な
化

学
的
な
計
測
を
す
る
と
き

に
、
計
測
器
の
調
整
を
行
う

と
き
に
基
準
と
な
る
物
質
が

標
準
物
質
（
以
下
、
計
量
標

準
、
標
準
物
質
を
合
わ
せ
て

「
計
量
標
準
等
」
と
称
す

る
）。

　
い
ず
れ
も
、
同
じ
「
も
の

さ
し
」
を
用
い
て
い
る
計
測

結
果
は
、
比
較
す
る
こ
と
に

意
味
が
あ
る
が
、
違
う
「
も

の
さ
し
」
で
調
整
し
た
計
量

器
に
よ
る
計
測
結
果
に
は
比

較
の
意
味
が
な
い
。
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Ⅲ
 近
年
の
変
化

　
上
記
の
と
お
り
、
計
量
制

度
は
、「
機
器
」、「
方
法
」、

「
も
の
さ
し
」
の
各
要
素
に

関
し
て
、
制
度
を
発
展
さ
せ

る
と
と
も
に
、
各
時
代
の
要

請
に
適
切
に
対
応
し
つ
つ
、

変
遷
し
て
き
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
今
日
ま
で
適
切
に
、
信

頼
、
安
全
、
安
心
の
基
盤
と

し
て
機
能
し
て
き
て
い
る
と

評
価
で
き
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、近
年
は
、

計
量
を
巡
る
環
境
が
、
以
下

に
列
挙
す
る
よ
う
に
、
多
く

の
点
で
変
化
。計
量
行
政
は
、

社
会
の
基
盤
的
制
度
で
あ
る

た
め
、
一
定
の
安
定
度
も
重

要
な
要
素
で
あ
る
が
、
そ
れ

を
考
慮
し
て
も
、
過
去
の
実

績
同
様
、
こ
う
し
た
変
化
に

対
応
す
べ
き
時
期
に
来
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

1
．
安
全
・
安
心
に
関
す
る

国
民
の
関
心
の
高
ま
り

　
国
内
外
の
事
件
・
事
故
等

の
影
響
も
あ
り
、
国
民
の
安

全
、
安
心
に
対
す
る
ニ
ー
ズ

が
高
ま
っ
て
い
る
。

2
．
規
制
改
革
に
関
す
る
政

府
の
積
極
的
取
り
組
み
の
進

展
。

　
基
準
認
証
制
度
は
、
政
府

の
規
制
改
革
の
重
点
項
目
の

一
つ
。
閣
議
決
定（「
規
制
改

革
・
民
間
開
放
推
進
3
か
年

計
画
」（
平
成
　（
2
0
0
4
）

16

年
3
月
　
日
）
な
ど
）
に
よ

19

り
、
自
己
確
認
・
自
主
保
安

化
、
民
間
活
力
の
活
用
、
重

複
検
査
の
排
除
の
方
向
性
が

提
示
さ
れ
て
い
る
。

3
．
行
財
政
改
革

　
国
だ
け
で
は
な
く
、
地
方

公
共
団
体
、独
立
行
政
法
人
、

公
益
法
人
を
含
め
た
行
財
政

改
革
の
必
要
性
が
増
大
。
こ

う
し
た
中
で
、
平
成
　
年
の

12

自
治
事
務
化
以
降
、
計
量
行

政
に
投
入
す
る
人
員
や
予
算

が
削
減
さ
れ
る
地
方
公
共
団

体
が
多
く
発
生
。
計
量
行
政

を
実
施
す
る
上
で
の
体
力
格

差
が
地
方
公
共
団
体
間
で
拡

大
。

4
．
技
術
の
進
歩

　
産
業
技
術
力
の
進
歩
に
よ

り
、
計
量
器
（
ハ
ー
ド
ウ
ェ

ア
）
の
信
頼
性
は
継
続
的
に

向
上
。
特
に
、
デ
ジ
タ
ル
技

術
の
進
歩
は
著
し
く
、
計
量

器
に
お
い
て
も
重
要
な
要
素

と
な
り
つ
つ
あ
る
。

5
．
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
シ
ス

テ
ム
規
格
の
普
及

　
安
全
・
安
心
へ
の
関
心
の

高
ま
り
も
あ
り
、
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
・
シ
ス
テ
ム
規
格
（
正

確
な
計
量
・
計
測
も
重
要
な

要
素
）（
I
S
O
9
0
0
1

等
）
の
活
用
が
普
及
。
そ
れ

ら
の
第
三
者
認
証
も
定
着
す

る
傾
向
。

6
．
産
業
技
術
総
合
研
究
所

の
独
立
行
政
法
人
化

　
従
来
は
国
の
一
部
で
あ
っ

た
国
家
計
量
機
関
（
旧
計
量

研
究
所
）
は
、
平
成
　
（
2

13

0
0
1
）
年
に
独
立
行
政
法

人
化
（
外
部
評
価
を
受
け
な

が
ら
活
動
す
る
機
関
に
）。さ

ら
に
、
平
成
　
（
2
0
0
5
）

17

年
4
月
か
ら
は
非
公
務
員
型

に
。

7
．
公
益
事
業
の
自
由
化
の

進
展

　
公
益
事
業
分
野
の
自
由
化

が
進
展
。
託
送
、
家
庭
等
か

ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
販
売
等
、

計
量
法
が
想
定
し
て
い
な
い

取
引
形
態
が
出
現
。

8
．
計
量
標
準
等
の
供
給

　
平
成
5
年
に
運
用
が
開
始

さ
れ
た
J
C
S
S
は
一
定
程

度
普
及
。
他
方
、
日
本
独
自

の
基
準
器
検
査
制
度
の
存

在
、
技
術
規
制
当
局
や
計
測

現
場
へ
の
啓
発
努
力
の
不
足

な
ど
か
ら
、
普
及
は
不
十
分

な
水
準
で
推
移
。

9
．
W
T
O
／
T
B
T
協
定

　
平
成
7
（
1
9
9
5
）
年

に
発
効
し
た
W
T
O
／
T
B

T
協
定（

：
貿

易
の
技
術
的
障
害
に
関
す
る

協
定
）
に
よ
り
、
加
盟
国
は

技
術
基
準
へ
の
適
合
性
評
価

を
行
う
場
合
に
は
国
際
基
準

を
用
い
る
こ
と
が
義
務
化
。

薬
事
法
、電
気
用
品
安
全
法
、

J
I
S
法
等
も
手
続
き
を
国

際
標
準
に
整
合
化
。

　
．
C
I
P
M
／
M
R
A
、

10O
I
M
L
適
合
証
明
書
の
相

互
受
け
入
れ

　
平
成
　
年
1
月
に
国
家
計

17

量
標
準
等
の
同
等
性
と
国
家

計
量
標
準
機
関
（
N
M
I
）

の
発
行
す
る
校
正
証
明
書
の

同
等
性
を
各
国
間
で
相
互
に

承
認
す
る
「
計
量
標
準
の
国

際
相
互
承
認
協
定
（
C
I
P

M﹇
＝
国
際
度
量
衡
委
員
会
﹈

／
M
R
A
﹇
＝
相
互
承
認
協

定
﹈）」
が
発
効
。
平
成
　18

（
2
0
0
6
）年
1
月
か
ら
、

O
I
M
L
（
＝
国
際
法
定
計

量
機
関
）
加
盟
国
の
型
式
承

認
機
関
（
N
M
I
等
）
で
計

量
器
の
型
式
承
認
デ
ー
タ
の

相
互
受
け
入
れ
の
た
め
の

「
計
量
器
の
型
式
承
認
試
験

に
関
す
る
O
I
M
L
適
合
証

明
書
の
相
互
受
入
に
関
す
る

取
り
決
め
（
M
A
A
）」
が
一

部
の
機
種
に
つ
い
て
ス
タ
ー

ト
。
国
際
的
な
相
互
承
認
の

動
き
が
活
発
化
。
こ
れ
に
よ

り
、
経
済
活
動
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
重
要
な
要
素
の
一
つ

で
あ
る
基
準
認
証
（
規
格
に

基
づ
く
検
査
・
検
定
等
）
を

相
互
に
受
け
入
れ
る
国
際
的

な
環
境
が
大
き
く
前
進
。

（
次
号
以
下
に
つ
づ
く
）

（第三種郵便物認可）

2
0
0
5
年
度（
平
成
　
年
度
）第
1

17

回
計
量
行
政
審
議
会
配
付
資
料
柑

7
月
　
日
開
催
、経
済
産
業
省
本
館
　
階
第
1
共
用
会
議
室

26

17

資 料新
し
い
計
量
行
政
の

方
向
に
つい
て


